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副
町
長
に
泉
正
夫
前
助
役

　

泉
正
夫
前
助
役
が
４
月
か
ら
副
町
長
と

な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
よ

る
も
の
で
、
助
役
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
新

た
に
副
町
長
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
た
め

で
す
。

岡
忠
一
収
入
役
が
退
任

　

旧
馬
頭
町
の
助
役
、
当
町
の
収
入
役
と

し
て
新
町
「
那
珂
川
町
」
の
誕
生
に
尽
力

さ
れ
た
岡
忠
一
収
入
役
が
、
３
月
31
日
付

で
退
任
さ
れ
ま
し
た
。

町
教
育
委
員
会
職
員
に
小
口
さ
ん

　

南
那
須
広
域
行
政
事
務
組
合
教
育
委
員

会
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
町
教
育

委
員
会
職
員
と
し
て
勤
務
す
る
こ
と
に

な
っ
た
小
口
公
正
さ
ん
（
小
川
）
を
ご
紹

介
し
ま
す
。

　
「
昭
和
61
年
か
ら
３
年
間
馬
頭
中
学
校

に
勤
務
し
、
そ
れ
以
来
の
那
珂
川
町
勤
務

と
な
り
ま
す
。

　

今
回
は
、
教
育
行
政
の
立
場
で
の
仕
事

に
な
り
ま
す
が
、
よ
り
よ
い
教
育
が
で
き

る
よ
う
教
師
視
点
に
立
っ
て
学
校
現
場
を

応
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

「那珂川町環境基本計画策定会議」公募委員を募集
　町では、総合振興計画に示された町民参画の取り組みの充実と協働のまちづくりを推進するため、環境
基本計画の策定にあたり、次により委員として参加してくださる方を募集します。
　環境基本計画とは、町の将来像を環境面から実現するとともに、環境保全に対する取り組みを町のみな
らず町民及び事業者が公平かつ適正な役割分担のもとに連携・協力し、総合的かつ計画的に推進するため
のものです。

◆募集人数　10人以内（委員 20人以内のうち）
◆役割・活動内容
　①環境基本計画（案）の策定
　②環境基本計画（案）策定のための調査・研究
　③その他、環境基本計画（案）策定に必要なこ
　　と（先進地視察への参加など）
◆任期
　委嘱された日から計画策定事務の終了の日まで
　（策定期間は平成 21 年２月までを目標として
　います。）
◆報酬　無償
◆応募資格
　応募時の年齢が 20歳以上 65歳未満で次の条
　件を満たす方
　①町内に住所を有する方
　②概ね１ヵ月に１回程度開催される会議に出席
　　可能な方

　③地方公共団体の議員または常勤の公務員でな
　　い方
◆応募方法・申し込み
　所定の申込書に必要事項を記入のうえ、役場企
　画財政課へ申し込んでください。
　※郵送でも受け付けます。
　※申込書は役場企画財政課でお受け取りくださ
　　い。ホームページでも入手できます。
◆募集期間
　平成 19年５月 15日（火）～
　　　　　　　平成 19年６月８日（金）まで
　※郵送の場合は当日消印有効です。
◆選考　応募者多数の場合は、町において年令構
　　　　成や意見等を総合的に考慮して選考し、
　　　　決定します。
◆問い合わせ　企画財政課企画調整係
　☎ 0287 － 92－ 1114
　e-mail：kikaku@town.tochigi-nakagawa.lg.jp



　もしも、「お金を振り込んでくれ」などという電
話があった場合は、

●慌てて一人で銀行や郵便局へ行って振り込まないこと。
●周りにいる人に相談すること。
●不審と感じたらすぐに警察に連絡すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　を守って、被害に遭わないように十分に注意してください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那珂川警察署　☎0287－ 92－ 0110
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地
方
税
徴
収
特
別
対
策
室
を
設
置

　

県
や
市
町
村
が
住
民
の
皆
さ
ま

に
提
供
す
る
様
々
な
行
政
サ
ー
ビ

ス
の
主
な
財
源
と
な
っ
て
い
る
の

が
、
税
金
で
す
。
こ
の
税
金
を
納

期
限
ま
で
に
納
税
者
が
納
付
し
て

い
な
い
状
況
を
滞
納
と
い
い
ま
す

が
、
滞
納
す
る
と
本
来
納
め
て
い

た
だ
く
税
金
の
ほ
か
に
、
督
促
手

数
料
や
延
滞
金
を
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
納
税
者
が
税
金
を
滞
納

し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
そ
の

方
の
意
思
に
関
わ
ら
ず
強
制
的
に

滞
納
処
分
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
不

利
益
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
り
ま

す
。

　

県
で
は
、
平
成
19
年
度
か
ら
納

税
者
皆
さ
ま
の
公
平
性
を
保
ち
滞

納
の
解
消
を
図
る
た
め
、
県
と
市

町
が
協
力
す
る
「
地
方
税
徴
収
特

別
対
策
室
」
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

当
町
で
も
滞
納
整
理
を
推
進
す

る
た
め
、
こ
の
対
策
室
に
職
員
を

派
遣
し
、
今
ま
で
以
上
に
滞
納
整

理
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
そ

の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

納
税
相
談

　

町
税
等
を
納
期
限
ま
で
に
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
方
の
納
税
相
談

を
行
い
ま
す
。

納
税
催
告

　

納
期
限
が
過
ぎ
て
も
納
付
の
な

い
方
に
対
し
て
、文
書
（
催
告
書
）

の
送
付
、
電
話
催
告
、
自
宅
訪
問

等
を
行
い
ま
す
。

財
産
調
査

　

滞
納
者
の
財
産
状
況
に
つ
い

て
、
各
関
係
機
関
に
対
し
、
調
査

を
行
い
ま
す
。

差
し
押
さ
え
処
分

　

財
産
調
査
の
結
果
、
処
分
可
能

な
財
産
が
あ
っ
た
滞
納
者
に
対
し

て
差
し
押
さ
え
を
実
施
し
ま
す
。

差
し
押
さ
え
後
も
納
付
に
な
ら
な

い
場
合
は
、
差
し
押
さ
え
た
財
産

を
公
売
等
に
よ
り
換
価
し
、
滞
納

税
に
充
て
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

※
こ
れ
ら
の
財
産
調
査
や
差
し
押

さ
え
処
分
は
、
法
律
に
基
づ
き
滞

納
者
の
了
解
を
得
ず
に
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

税
務
課　

管
理
収
税
係

☎
０
２
８
７―

92―

１
１
２
０

町
税
の
滞
納
整
理
を

　

 　
　

県
と
協
働
で
推
進
し
ま
す

急増しています。

県内で3月から振り込め詐欺の被害が急増しています。
最近の手口は、

振り込め詐欺被害！

●税務署などを装い、「税金を還付するので手数
　料を振り込んで欲しい」等指示する。
　　　　　　　　　など巧妙になっています。

●息子や親戚になりすまし、「携帯電話の番号を
　変えた。明日電話をかけてくれ」などと連絡が
　あり、翌日その番号に電話をかけると、「会社
　の金を使い込んでしまった」など
　と称して金の振り込みを
　指示する。


